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教 育 委 員 会 資 料 

令和４年１月 27 日 

中 央 図 書 館 

 

板橋区立中央図書館多目的ルームの利用方法について 

 

  板橋区立中央図書館は、令和３年３月の開館以降、２階の多目的ルームを「中央図書館

管理運営方針」において、図書館利用者への一般開放を行う方向で検討してきた。 

開館から10カ月余りの運用を踏まえ、令和４年度から下記のとおり中央図書館の多目的

ルームの一般開放を行うこととする。 

 

１ 目的 

  図書館施設を活用し、利用者等の図書館活動の推進を図る。 

 

２ 利用対象等 

（１）利用対象 

板橋区内に事務所、事業所が所在する会社、工場、官公署、学校、社会教育団体、地域

団体及び会員５名以上で構成される読書会等の団体で、次の場合。 

・図書館活動として行われる読書会、講演会、映画会等と同様の行事を行う場合 

・その他社会教育的な行事で、館長が適当と認める場合 

（２）利用日 

中央図書館開館日で、かつ図書館運営上支障がないと館長が認める場合 

（３）利用時間 

   午前：９時から正午 

   午後：１時から５時 

 

３ 規定（要綱）の改正について 

  「板橋区立図書館視聴覚室等利用要綱（昭和59年 12月 25日教育長決定）」を一部改正

する。 

   施行日：令和４年３月１日（利用日の前月１日から利用申請を受け付けるため） 

 

４ スケジュール 

時  期 内  容 

１月上旬 板橋区立図書館視聴覚室等利用要綱改正 

１月 27日（木） 教育委員会報告 

２月上旬 旧中央図書館視聴覚室利用団体へ連絡 

ホームページ、デジタルサイネージにより周知 

３月１日（火） 利用申請開始 

４月１日（金） 利用開始 

 

５ 担当 

  中央図書館図書館政策係 電話：6281-0292 


